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@nifty接続サービス及び新聞・雑誌記事横断検索サービス等の利用（以下「業務」という。 ）

に関する令和5年4月3日付け契約（単価契約）について、@niftyウェブサイトの@nifty会員規
約、@nifty法人会員規約及び各サービス利用規約によるほか、以下の条項によりお請けします。

（業務の名称，内容等）

第1条業務の名称、内容、期間及び料金は、次のとおりとする。

(1)名称@nifty接続ｻｰピｽ及び新聞.雑誌記事横断検索ｻｰピｽ等の利用
（2）内容別表のとおり

(3)期間令和5年4月1日から令和6年3月31白まで
(4)料金別表のとおり

（代金の支払）

第2条富士通株式会社(以下｢受注者」という。 ）は､期間開始日の属する月の翌月以降､毎
月遅滞なく、前月分の適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2最高裁判所（以下「発注者」という。 ）は、前項の支払請求書を受理した日から起算して3

0日以内に、受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
（その他）

第3条本条項に定めのない事項その他疑義のある場合は、発注者及び受注者が協議して定める

ものとする。
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令和5年4月3日

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

富士通株式会社

代表取締役社長 時田隆仁

受注者

東京都港区東新橋一丁目5番2号

富士通株式会社

同代理人

●
パブリック＆ヘルスケア事業

官庁第五事業部長

本部
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最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚司殿

ｊ
ｒ



－ ー

(別表）

㈲Ity接纏サービス及び競岡・総監配事横断検索サービス等の剰用

（令和5年4月から令和6年3月まで）

①迭人契約管理員

②インターネット接線サービス《プロパイダ利用料等）

③-@niftyの【嵯本料金

④固定1Pサービス

⑤新髄・雑佳麗事檀”索サービス（剰用には@n"i .ftyのIDが必要）

⑥人物情報横断検索サービス（利用には@nl. ftyのIDが必要）
、

■固唾ロム■データ寓一ス

傭侶､色男型室最麺円ほか

⑦日経テレコン21 （利用には@niftyのIDが必要）

《

番号 利用局風 mftyID
月哩金画
(亜些〕

月囲内観

1 5“円 蛮人具釣■■受

番号 利用局謀 niftyID
月I
(’
2金観
菖抜）

月額内訳＝

2． 広輯腺 ■■ 1.麺円 駒1ft燦ライフ■1曲フレヮツ穣車プラン

3 図壷 ■■ . 102伽円 肺iff鐸ライフ■'㈹ﾌﾚｯﾂ■車ﾌﾟﾗﾝ

5 主計腰 ■■
｡ ●

1‘2噸 助I代錘ﾗｲﾌ■1曲ﾌﾚｦﾂ樫隼ﾌﾟﾗﾝ

番号 利用局謀 hiftyID 単衝（観抜） ･内訳

1 行政局 ■■■ 2釦円 貝■＝料金

番号 利用局樫 hiftyID 単値（唖抜》 ． 内観
*

1 …鯨 ■■■ 26罰円 ■室1

番号 ､剰用局扉 hiftyID 阜画（租撞)． 内訳

1 広報鐸 ■■
田日銅

一一一一一一＝

各早俵鋤if句ウェプサイトの『ご両用
一△一二一■＝

2 行政局． ．
■■■

■■■

ﾛ■■■

■■■

． ．■日 日阜■“1代yウェプサィトのrご刺用

3 図容餓 ■■
． 、軍画麹

見出し一宜表承5円ほか
各阜伍鋤If的ウェプサイトの『ご羽用
料金一mによる．

番号 利用局屋
f，

hiftyID 単衝(唖抜） ● 内灰

1 “ ■■■
各阜■“1f句ウェプサィトの『ご判用
料金一宣』による．

番号 利用局廊 hiftyID 阜伍噸抜〉 月額内訳

1 ． 吹翅n(月額 ■■■ 3,噸円 纂秤会

2 広輯鐸(記事情報利用料） ■■
ｊ
ｌ
各
料
l■函I恂ウェプサイトの『三羽閉
－■1による．
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